
確認できた場合 異議がなかった場合 

資格が認め

られた場合 

異議があった場合 

認可地縁団体における不動産登記の特例制度に係るフローチャート 

白馬村総務課  

認可地縁団体 白  馬  村 法務局 

   

 

公告申請 

総会開催 

書類の確認 

左記の書類及び 

疎明資料の確認 

①当該不動産を所有 

②当該不動産を１０年以上

所有の意思をもって平然

かつ公然と所有 

③当該不動産の表題部所有

者又は所有権の登記名義

人の全てが当該団体の構

成員又はかつて構成員で

あった者 

④当該不動産の登記関係者

（表題部所有者、所有権

の登記名義人、これらの

相続人）の全部又は一部

の所在が知れない 

公告手続 

【広告期間】 
三カ月を下って
はならない 

証明書 
の交付 

異議を申し述
べた者の資格
要件の確認 

特例手続
中止 

次のいずれかに該当する 
場合 
(1)表題部所有者又は所有
権の登記名義人 

(2)上記(1)の相続人 
(3)不動産の所有権を有す
ることを疎明する者 

確認できなかった場合 

資格が認められ

なかった場合 

【提出書類】 
(1)公告申請書 
(2)当該不動産の
登記事項証明書 

(3)保有（予定）
資産目録 

(4)申請者が代表
者であることを
証する書類 

(5)右記①~④の事
項を疎明するに
足りる資料 

公告申請書
の返却 

登記 
（所有権保存・

移転登記） 


